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(57)【要約】
【課題】　アーチファクトが除去された、精度の高い健
康管理システムを提供する。
【解決手段】
　健康管理システム１であって、第１乖離度算出部１２
が、対象者の第１の生体指標に係る第１の時系列データ
について、標準的な時間変化からの乖離度である第１乖
離度を所定の時刻毎に算出し、第２乖離度算出部１４が
、第２の生体指標に係る対象者の第２の時系列データに
ついて、標準的な時間変化からの乖離度である第２乖離
度を所定の時刻毎に算出する。第１の生体指標と第２の
生体指標は、正常時において互いに相関する時間変化を
示すものを選択する。健康状態判定部１５が、第１乖離
度及び第２乖離度を二次元平面上にプロットしたとき、
第１乖離度及び第２乖離度の代表値の当該平面上の位置
座標から、第１乖離度と第２乖離度との間の相関を示す
基準線までの最短距離を求め、最短距離に基づいて対象
者の健康状態に異常がないかを判定する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リズム周期を有する第１の生体指標に係る対象者の第１の時系列データを取得し、生体
指標ＤＢに記憶する第１指標取得部と、
　前記第１の時系列データに基づき、前記第１の生体指標の標準的な時間変化からの乖離
度である第１乖離度を所定の時刻毎に算出する第１乖離度算出部と、
　リズム周期を有し、前記第１の生体指標と異なる第２の生体指標に係る前記対象者の第
２の時系列データを取得し、前記生体指標ＤＢに記憶する第２指標取得部と、
　前記第２の時系列データに基づき、前記第２の生体指標の標準的な時間変化からの乖離
度である第２乖離度を所定の時刻毎に算出する第２乖離度算出部と、
　所定の健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第２乖離度の代表値に基づき、前
記健康判定期間における前記対象者の健康状態の異常の有無を判定する健康状態判定部と
、を備え、
　前記第１の生体指標と前記第２の生体指標は、正常時において互いに相関する時間変化
を示し、
　前記健康状態判定部が、
　前記第１乖離度及び第２乖離度を、前記第１乖離度をＸ軸、前記第２乖離度をＹ軸とし
てＸＹ平面上にプロットしたとき、前記健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第
２乖離度の代表値のＸＹ平面上の位置から、前記第１乖離度と前記第２乖離度との間の相
関を示す基準線までの最短距離を求め、前記最短距離に基づいて、前記対象者の健康状態
を判定することを特徴とする健康管理システム。
【請求項２】
　前記健康状態判定部は、連続する２つの前記健康判定期間の間の前記最短距離の変化量
を算出し、当該変化量に基づき前記対象者の健康状態を判定することを特徴とする請求項
２に記載の健康管理システム。
【請求項３】
　前記対象者の健康状態が正常な期間の前記第１乖離度及び第２乖離度に基づき、前記第
１乖離度と前記第２乖離度との間の相関を示す基準線を算出する乖離度相関算出部を備え
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の健康管理システム。
【請求項４】
　前記第１乖離度と前記第２乖離度との間の相関を示す基準線が、前記健康状態判定部に
おいて異常なしと判定された前記第１乖離度と前記第２乖離度の代表値の前記ＸＹ平面上
の分布に基づき、一次の回帰直線として算出されることを特徴とする請求項３に記載の健
康管理システム。
【請求項５】
　前記健康判定期間内において、複数の前記第１乖離度又は複数の前記第２乖離度が算出
されている場合、
　健康状態判定部は、当該健康判定期間における前記第１乖離度又は前記第２乖離度の代
表値を、前記健康判定期間内の前記第１乖離度又は前記第２乖離度の平均値、中央値、最
大値、又は、最小値として求めることを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の健
康管理システム。
【請求項６】
　前記対象者の健康状態が正常な期間の前記第１の時系列データを用いて、前記第１の生
体指標の標準的な時間変化を設定し、前記対象者の健康状態が正常な期間の前記第２の時
系列データを用いて、前記第２の生体指標の標準的な時間変化を設定する標準変化設定部
を備えることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の健康管理システム。
【請求項７】
　前記第１の生体指標が前記対象者の体温であり、
　前記第２の生体指標が、前記対象者の心拍変動に基づいて算出される自律神経系の指標
であることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の健康管理システム。
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【請求項８】
　前記健康判定期間が、１時間以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、前記対象者が、精神的緊張状態、熱中症、又は低体温状態にあ
るか否かを検知することを特徴とする請求項７に記載の健康管理システム。
【請求項９】
　前記健康判定期間が、１日以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、前記対象者の１日の体調を管理することを特徴とする請求項７
に記載の健康管理システム。
【請求項１０】
　前記健康判定期間が、１週間以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、複数の前記健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第２
乖離度の代表値の変化から、前記対象者の体内時計の乱れを検知することを特徴とする請
求項７に記載の健康管理システム。
【請求項１１】
　前記健康判定期間が、１か月以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、複数の前記健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第２
乖離度の代表値の変化から、前記対象者が自律神経失調状態にあるかを検知することを特
徴とする請求項７に記載の健康管理システム。
【請求項１２】
　前記第１の乖離度又は前記第２の乖離度が、対応する生体指標に係る時系列データから
得られる時間変化と前記標準的な時間変化との間のリアプノフ指数又はマハラノビス距離
として算出されることを特徴とする請求項１～１１の何れか一項に記載の健康管理システ
ム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体指標に基づいて利用者の健康を管理するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体指標に基づいて利用者の健康を管理する健康管理システムは従来から様々なものが
提案されている。例えば、下記に示す特許文献が挙げられる。
【０００３】
　特許文献１に記載の生体リズム検査装置は、筋電位等の生体リズム情報のカオス解析を
行い、筋肉の動きから生理機能の低下又は老化を検出するものである。
【０００４】
　特許文献２に記載の健康管理支援装置は、個人の日々の生活リズム（睡眠、便通、月経
、運動、気分、食事の栄養バランス、食事時間、入浴など）に関する情報と、日々の生体
情報（体温、血圧、心拍、血糖値、尿糖値、体脂肪率など）を同時に報知することにより
、生体状態の良否の原因を個人に認識させるものである。
【０００５】
　特許文献３に記載の健康測定装置は、心拍や脈拍などの生理指標による体調評価の後、
不調と評価された場合に排泄物検出をして再評価するものである。
【０００６】
　特許文献４に記載の生体リズム曲線評価装置は、環境情報や体調情報を加味して生体リ
ズム曲線を評価する装置であり、サーカディアンリズムに基づいて体調を判断するもので
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２０００－１６６８７７号公報
【特許文献２】特開平９－１０３４１３号公報
【特許文献３】特開平８－２０６０８７号公報
【特許文献４】特開平５－３８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の健康管理システムでは、体温や脈波、心拍等の生体指標を用いることで健康管理
を行っているが、それらの殆どは単一指標のみの評価、もしくは複数指標の評価であって
も各指標を独立的に評価するだけに留まっている。
【０００９】
　生体指標の独立的な評価に留まる場合の大きな問題として、アーチファクト成分の除去
が困難となる点が挙げられる。ここでのアーチファクトとは異常であると誤認識する際の
原因波形を指し、たとえば運動時に急激な体温上昇が起こる場合、単純な体温上昇の評価
を行うと風邪による発熱であると誤認識してしまうことがある。この際の体温上昇波形が
アーチファクトである。
【００１０】
　単一生体指標の評価や複数指標の独立評価だけに留まった健康管理システムでは、上記
のようなアーチファクト除去が従来の課題であった。
【００１１】
　近年の計測器の小型化や高性能化に伴い、常時装着が容易なウェアラブルデバイスが増
加している。たとえばスマートウォッチは手首と接触しているため、体温や心拍を常時測
定（もしくは推定）でき、測定された体温や心拍を用いて日常生活の健康管理が可能と考
えられる。このウェアラブルデバイスによって、安静時や運動時等の多様な状態での計測
データを取得でき、大量のデータを取得できることでより精度の高い健康管理が実現する
と期待される。しかしながら、一方で上述のアーチファクトが発生し易くなっており、従
来の体調管理システムでは常時計測がかえって異常の誤認識を助長する虞がある。
【００１２】
　特許文献１に記載の方法は、筋肉の動きを一指標とする一次元評価に留まっており、運
動時など非安静時の健康である状態を異常と誤認識する可能性がある。
【００１３】
　一方、特許文献２は、健康状態を診断し、フィットネス等のアドバイスを行うことを目
的とするものである。体重の変化をグラフ表示し、視覚的に利用者に図示するといった機
能を有しているものの、複数の生体指標の変動から健康状態の異常を検知する機能はなく
、リアルタイム性がない。
【００１４】
　特許文献３に記載の方法では、心電図による異常検出と排出物検査手段による分析が夫
々独立に行われている。このため複数の生体指標を用いることによるシナジー効果は薄く
、リアルタイム性もない。
【００１５】
　特許文献４に記載の方法は、サーカディアンリズムのみに基づく体調評価なので、健常
であるのにも関わらず異常と誤認識する虞がある。
【００１６】
　そこで、本発明は、上記の状況を鑑み、アーチファクトの除去が可能で、常時計測によ
る精度の高い体調管理が可能な健康管理システムを提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するための本発明に係る健康管理システムは、
　リズム周期を有する第１の生体指標に係る対象者の第１の時系列データを取得し、生体
指標ＤＢに記憶する第１指標取得部と、



(5) JP 2017-113382 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

　前記第１の時系列データに基づき、前記第１の生体指標の標準的な時間変化からの乖離
度である第１乖離度を所定の時刻毎に算出する第１乖離度算出部と、
　リズム周期を有し、前記第１の生体指標と異なる第２の生体指標に係る前記対象者の第
２の時系列データを取得し、前記生体指標ＤＢに記憶する第２指標取得部と、
　前記第２の時系列データに基づき、前記第２の生体指標の標準的な時間変化からの乖離
度である第２乖離度を所定の時刻毎に算出する第２乖離度算出部と、
　所定の健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第２乖離度の代表値に基づき、前
記健康判定期間における前記対象者の健康状態の異常の有無を判定する健康状態判定部と
、を備え、
　前記第１の生体指標と前記第２の生体指標は、正常時において互いに相関する時間変化
を示し、
　前記健康状態判定部が、
　前記第１乖離度及び第２乖離度を、前記第１乖離度をＸ軸、前記第２乖離度をＹ軸とし
てＸＹ平面上にプロットしたとき、前記健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第
２乖離度の代表値のＸＹ平面上の位置から、前記第１乖離度と前記第２乖離度との間の相
関を示す基準線までの最短距離を求め、前記最短距離に基づいて、前記対象者の健康状態
を判定することを第１の特徴とする。
【００１８】
　上記第１の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記健康状態判定部は、連続する２つの前記健康判定期間の間の前記最短距離の変化量
を算出し、当該変化量に基づき前記対象者の健康状態を判定することを第２の特徴とする
。
【００１９】
　上記第１又は第２の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記対象者の健康状態が正常な期間の前記第１乖離度及び第２乖離度に基づき、前記第
１乖離度と前記第２乖離度との間の相関を示す基準線を算出する乖離度相関算出部を備え
ることを第３の特徴とする。この場合において、乖離度相関算出部は、前記健康状態判定
部において異常なしと判定された期間の前記第１乖離度及び第２乖離度の代表値に基づき
、前記第１乖離度と前記第２乖離度との間の相関を示す基準線を算出することができる。
【００２０】
　上記第３の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記第１乖離度と前記第２乖離度との間の相関を示す基準線が、前記健康状態判定部に
おいて異常なしと判定された前記第１乖離度と前記第２乖離度の代表値の前記ＸＹ平面上
の分布に基づき、一次の回帰直線として算出されることができる。
【００２１】
　上記第１乃至第３の何れかの特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更
に、
　前記健康判定期間内において、複数の前記第１乖離度又は複数の前記第２乖離度が算出
されている場合、
　健康状態判定部は、当該健康判定期間における前記第１乖離度又は前記第２乖離度の代
表値を、前記健康判定期間内の前記第１乖離度又は前記第２乖離度の平均値、中央値、最
大値、又は、最小値として求めることができる。
【００２２】
　上記第１乃至第３の何れかの特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更
に、
　前記対象者の健康状態が正常な期間の前記第１の時系列データを用いて、前記第１の生
体指標の標準的な時間変化を設定し、前記対象者の健康状態が正常な期間の前記第２の時
系列データを用いて、前記第２の生体指標の標準的な時間変化を設定する標準変化設定部
を備えることを第４の特徴とする。
【００２３】
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　この場合において、標準変化設定部は、前記健康状態判定部によって異常なしと判定さ
れた期間の前記第１の時系列データを用いて、前記第１の生体指標の標準的な時間変化を
設定し、前記健康状態判定部において異常なしと判定された期間の前記第２の時系列デー
タを用いて、前記第２の生体指標の標準的な時間変化を設定する構成とすることができる
。
【００２４】
　上記第１乃至第４の何れかの特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更
に、
　前記第１の生体指標が前記対象者の体温であり、
　前記第２の生体指標が、前記対象者の心拍変動に基づいて算出される自律神経系の指標
であることを第５の特徴とする。
【００２５】
　上記第５の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記健康判定期間が、１時間以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、前記対象者が、精神的緊張状態、熱中症、又は低体温状態にあ
るか否かを検知することができる。
【００２６】
　また、上記第５の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記健康判定期間が、１日以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、前記対象者の１日の体調を管理することができる。
【００２７】
　また、上記第５の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記健康判定期間が、１週間以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、複数の前記健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第２
乖離度の代表値の変化から、前記対象者の体内時計の乱れを検知することができる。
【００２８】
　また、上記第５の特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更に、
　前記健康判定期間が、１か月以下の期間であり、
　前記健康状態判定部は、複数の前記健康判定期間における前記第１乖離度及び前記第２
乖離度の代表値の変化から、前記対象者が自律神経失調状態にあるかを検知することがで
きる。
【００２９】
　上記第１乃至第５の何れかの特徴の本発明に係る健康管理システムは、好ましくは、更
に、
　前記第１の乖離度又は前記第２の乖離度が、対応する生体指標に係る時系列データから
得られる時間変化と前記標準的な時間変化との間のリアプノフ指数又はマハラノビス距離
として算出されることができる。
【発明の効果】
【００３０】
　上記本発明に係る健康管理システムに依れば、第１指標取得部及び第２指標取得部が、
異なる２つの生体指標について、対象者の健康状態が正常であれば互いに相関する時間変
化を示す時系列データを取得し、これら時系列データの解析により生体リズムの崩れを検
出する。具体的に、第１乖離度算出部１２が、第１の時系列データに基づき、第１の生体
指標の標準的な時間変化からの乖離度である第１乖離度を所定の時刻毎に算出し、第２乖
離度算出部１４が、第２の時系列データに基づき、第２の生体指標の標準的な時間変化か
らの乖離度である第２乖離度を所定の時刻毎に算出する。第１の時系列データと第２の時
系列データは、正常時であれば互いに相関のある時間変化を示すものであることから、第
１乖離度及び第２乖離度の時間変化も、正常であれば相関に沿った分布を示すこととなる
。健康状態判定部が、第１乖離度及び第２乖離度の代表値を比較し、相関を示す基準線に
概ね沿った変化を示していれば正常であり、基準線から外れた動きを示していれば異常で
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あると、対象者の健康状態を判定できる。
【００３１】
　上記本発明に係る健康管理システムでは、第１の生体指標に基づく健康状態の異常判定
、及び、第２の生体指標に基づく異常判定を、個別に、夫々独立に行うのではなく、第１
の生体指標と第２の生体指標の２つの乖離度の組み合わせによって総合的に判断する。こ
れにより、１つの生体指標のみに基づいて判定を行ったのでは発生し得るアーチファクト
は除去され、常時計測による精度の高い体調管理が可能となる。
【００３２】
　また、第１乖離度及び第２乖離度間の相関を示す基準線や、各乖離度の算出基準となる
生体指標の標準的な時間変化については、対象者の正常状態の時系列データを利用でき、
健康状態判定部による判定結果を利用し、健康状態判定部によって異常なしと判定された
ときの各乖離度や時系列データを用いて算出でき、対象者の個人差を反映した最適なもの
を設定することができる。
【００３３】
　以上、本発明によって、アーチファクトの除去が可能で、常時計測による精度の高い体
調管理が可能な健康管理システムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態に係る健康管理システムの構成の一例を示すブロック図
【図２】生体指標に係る時系列データ、及び、その標準的な周期的時間変化の一例を、夫
々、模式的に示す図
【図３】時系列データに基づいて導出される乖離度の時間変化の一例を模式的に示す図
【図４】第１及び第２乖離度から異常成分ベクトルを導出する方法を説明する図
【図５】第１及び第２乖離度の時間変化を示すＸＹ平面上の軌跡の一例を模式的に示す図
【図６】複数の第１及び第２乖離度に基づき乖離度の代表値を算出する方法を説明する図
【図７】本発明の一実施形態に係る健康管理システムの構成の一例を示すブロック図
【図８】本発明の一実施形態に係る健康管理システムの構成の一例を示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　〈第１実施形態〉
　以下に、本発明の一実施形態に係る健康管理システム１につき、図面を参照して説明す
る。図１は、健康管理システム１の構成の一例を示すブロック図である。
【００３６】
　図１に示すように、健康管理システム１は、第１指標取得部１１、第１乖離度算出部１
２、第２指標取得部１３、第２乖離度算出部１４、及び、健康状態判定部１５を備える。
また、健康管理システム１は、生体指標ＤＢ（データベース）１６、及び生体指標取得手
段１７と接続している。ここで、第１指標取得部１１、第１乖離度算出部１２、第２指標
取得部１３、第２乖離度算出部１４、及び、健康状態判定部１５の各処理は、コンピュー
タのハードウェア資源（ＣＰＵや各種記憶装置等）及びソフトウェア資源（ＯＳ、各種ド
ライバ等）を使用して演算処理が行われ、かかる演算処理が、ＣＰＵによりその実行が制
御されるプログラムを実行することによりソフトウェア的に実現される。生体指標ＤＢ１
６は、当該コンピュータ内に設けられた、或いはネットワークを介してアクセスが可能な
所定の記憶装置の所定の記憶領域に構築されている。
【００３７】
　第１指標取得部１１は、第１の生体指標に係る対象者の第１の時系列データを生体指標
取得手段１７を介して取得し、生体指標ＤＢ１６に記憶する。
【００３８】
　同様に、第２指標取得部１３は、上記第１の生体指標と異なる第２の生体指標に係る対
象者の第２の時系列データを生体指標取得手段１７を介して取得し、生体指標ＤＢ１６に
記憶する。ここで、第１及び第２の生体指標は、周期的（例えば、一日周期）に変動する
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リズム周期を有している。第１の生体指標及び第２の生体指標は、その時間変化が、正常
時であれば互いに相関する時間変化を示すものが選択される。
【００３９】
　ここで、生体指標が「リズム周期を有する」とは、例えば後述する体温の時間変化のよ
うに、生体指標の（正常時における）時間変化がある一定の周期をもった時間変化パター
ンで変動することをいうが、周期毎に、完全に同じ時間変化を繰り返すことを意味するも
のではない。
【００４０】
　本発明において、健康管理システム１は、第１指標取得部１１及び第２指標取得部１３
が、２つの互いに相関のある生体指標に係る時系列データを取得し、これら時系列データ
の解析により生体リズムの崩れを検出する。生体指標は、例えば、１つは対象者の体温で
あり、もう１つは対象者の心拍変動に基づく自律神経系の指標とすることができる。体温
の時間変化は、一般にサーカディアンリズムと呼ばれるものであり、活動時では３７℃前
後で安定し、入眠時には体温が下がり３６℃付近となる一日周期のカーブを形成する。一
方、心拍変動に基づき自律神経系の時間変動カーブを算出できる。自律神経系の時間変動
カーブとは、交感神経と副交感神経の優位性を表す指標の１日の周期変化であり、心拍の
時系列データを周波数解析した際に生じる０．０５～０．２Ｈｚの周波数帯のパワーを交
感神経の指標ＬＦとし、０．２～０．３５Ｈｚのパワーを副交感神経の指標ＨＦとしたと
き、比ＬＦ／ＨＦを指標とする時系列データとなる。ＬＦ／ＨＦが１を超える場合は交感
神経が優位であり、一般に活動時や緊張時において観測される。逆にＬＦ／ＨＦが１を下
回る場合は副交感神経が優位であり、安静時や睡眠時に観測される。
【００４１】
　上記の体温変動（サーカディアンリズム）と自律神経系の時間変動カーブの間には正の
相関があり、体温が高温側（低温側）に変動する場合、正常時であれば、上記の比ＬＦ／
ＨＦは上方（下方）に変動する傾向があることが知られている。体温が高温側に乖離して
いるとき、ＬＦ／ＨＦが上方に乖離することは正常であり、運動時においてよく見られる
現象である。同様に、体温が低温側に乖離しているとき、ＬＦ／ＨＦが下方に乖離するこ
とも正常であり、安静時や睡眠時においてよく見られる現象である。これに対し、この相
関性が崩れる動き、つまり体温変動とＬＦ／ＨＦの変動が逆方向に乖離している場合は、
正常状態とは異なる状態であり、異常とみなしてよい。
【００４２】
　このようにして、健康管理システム１は、体温変動のみに基づく評価では健康状態に異
常ありと判定される場合であっても、自律神経系の時間変動を考慮することで、体温変動
と自律神経系の時間変動とが概ね相関に沿った動きをしている場合には異常と判定しない
。これにより、体温変動のみに基づいた判定を行ったのでは発生するであろうアーチファ
クトは除去される。
【００４３】
　この構成において、生体指標取得手段１７は、体温及び心拍を常時測定できるように、
例えば腕時計のような装身具或いはウェアラブル端末に内蔵され又は取り付けられている
。測定された体温及び心拍は、その都度、或いは定期的に複数の測定データ毎に、無線又
は有線を介して第１指標取得部１１及び第２指標取得部１３に送信される。第２指標取得
部１３は、心拍の時間変動をＬＦ／ＨＦの時間変動に変換し、第２の時系列データを得る
。
【００４４】
　ここで、第１の生体指標に係る第１の時系列データ（ここでは、体温の時間変化）及び
第２の生体指標に係る第２の時系列データ（ここでは、ＬＦ／ＨＦの時間変化）の正常時
における一周期の標準的な時間変化が、夫々、所定の記憶領域（例えば、生体指標ＤＢ１
６）に保持されているとする。第１乖離度算出部１２は、当該記憶領域を参照し、第１の
時系列データに基づき、当該第１の生体指標の標準的な時間変化からの乖離度である第１
乖離度を所定の時刻毎に算出し、第１乖離度の時間変化を導出する。同様に、第２乖離度
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算出部１４は、当該記憶領域を参照し、第２の時系列データに基づき、当該第２の生体指
標の標準的な時間変化からの乖離度である第２乖離度を時刻毎に算出し、第２乖離度の時
間変化を導出する。導出した各乖離度の時間変化は、所定の記憶領域（例えば、生体指標
ＤＢ１６）に保持される。
【００４５】
　標準的な時間変化は、正常時の第１の生体指標及び第２の生体指標の周期変化パターン
を示すもので、例えば、対象者の性別、年齢、生活スタイル等（起床及び就寝時刻、勤務
時間など）を考慮し、対象者にあったものを選択することができる。また、後述するよう
に、健康状態判定部１５の判定結果を利用し、対象者毎に最適な標準的周期変化パターン
に更新、再設定することが可能である。
【００４６】
　図２（ａ）に、第１の時系列データ（体温の時間変化）の一例が計測時カーブ（破線）
として、その標準的な時間変化の一例が正常時カーブ（実線）として、示されている。図
２（ｂ）に、第２の時系列データ（ＬＦ／ＨＦの時間変化）の一例が計測時カーブとして
、その標準的な時間変化の一例が正常時カーブとして、示されている。
【００４７】
　図３に、図２の時系列データに基づいて導出される乖離度の時間変化の一例を示す。第
１乖離度算出部１２は、図２（ａ）に示す計測時カーブの正常時カーブからの乖離度を、
計測時刻毎に、その時刻以前の計測時カーブと正常時カーブとの比較により求め、図３（
ａ）に示す乖離度（第１乖離度）の時間変化を導出する。同様に、第２乖離度算出部１４
は、図２（ｂ）に示す計測時カーブの正常時カーブからの乖離度を、計測時刻毎に、その
時刻以前の計測時カーブと正常時カーブとの比較により求め、図３（ｂ）に示す乖離度（
第２乖離度）の時間変化を導出する。乖離度の導出方法としては、好ましくは、例えば、
リアプノフ指数を求める方法など、公知のカオスアトラクター解析の手法を採用すること
ができる。また、マハラノビス距離を求める方法など、公知の統計手法を採用することが
できる。
【００４８】
　なお、乖離度としてリアプノフ指数を求める場合には、乖離度算出時刻以前の少なくと
も２、３点の時系列データを用いて、計測時カーブと正常時カーブの差の算出時刻におけ
る時間微分値を導出することにより算出できる。一方、マハラノビス距離を求める場合に
は、後述する健康判定期間の２倍程度の期間の時系列データを用いて、計測時カーブ及び
正常時カーブの平均値及び分散を求めることにより、マハラノビス距離を導出できる。
【００４９】
　このようにして計算された第１乖離度及び第２乖離度を、例えば第１乖離度をＸ軸、前
記第２乖離度をＹ軸とし、ＸＹ平面上の位置座標として時刻毎にプロットすると、第１乖
離度及び第２乖離度の時間変化はＸＹ平面上の軌跡を描く。上述の通り、第１の生体指標
度及び第２の生体指標はその時間変化に相関関係があるので、対象者の健康状態が正常で
あれば、第１乖離度及び第２乖離度の時間変化は、当該相関関係に沿った分布を示すはず
である。ここで、上記相関関係を反映して、第１乖離度と第２乖離度間の相関を示す関数
が、ある基準線（曲線又は直線）で表されるとすると、対象者の健康状態が正常であれば
、第１乖離度及び第２乖離度の時間変化は、概ね当該基準線に沿った分布を示すといえる
。
【００５０】
　健康状態判定部１５は、第１乖離度及び第２乖離度を、第１乖離度をＸ軸、前記第２乖
離度をＹ軸としてＸＹ平面上にプロットしたとき、所定の期間（以下において、適宜「健
康判定期間」と呼ぶ）における前記第１乖離度及び前記第２乖離度の代表値のＸＹ平面上
の位置から、第１乖離度と第２乖離度との間の相関を示す基準線までの最短距離を求め、
当該最短距離に基づいて、対象者の健康状態を判定する。
【００５１】
　本実施形態において、第１の生体指標を体温の時間変化、第２の生体指標を自律神経系
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の指標としたとき、生体指標間の相関が反映された基準線は傾き１の原点を通る直線（Ｙ
＝Ｘ）とすることができる。第１乖離度及び第２乖離度の位置座標がこの基準線から外れ
ているほど、対象者の健康状態が正常状態から乱れていることを意味する。
【００５２】
　そこで、図４に示すように、ある時刻における第１乖離度及び第２乖離度の位置ベクト
ルをｒ＝（ｘ，ｙ）とするとき、位置ベクトルｒの、相関関係を示す基準線（図４の破線
）に平行な単位ベクトルｎ＝（１／√２，１／√２）に直交する成分を異常成分ベクトル
Ｈとし、平行な成分を正常成分ベクトルＧとし、異常成分ベクトルＨに基づいて対象者の
健康状態を判断することができる。なお、異常成分ベクトルの絶対値｜Ｈ｜は、位置ベク
トルｒから基準線までの最短距離に等しい。異常及び正常ベクトルＨ、Ｇは、夫々、下記
の数１で表せる。ｒ・ｎはベクトルｒとｎの内積を表す。
【００５３】
　［数１］
　　　Ｈ＝ｒ－（ｒ・ｎ）ｎ、　Ｇ＝（ｒ・ｎ）ｎ
【００５４】
　位置ベクトルｒが正常成分ベクトルＧに平行な方向に変動することは、安静時や運動時
、睡眠時に良く見られる現象である。一方で、位置ベクトルｒが異常成分ベクトルＨに平
行な方向に変動することは、相関が崩れる動きであり、対象者の健康状態の変調を意味す
る。したがって、異常成分ベクトルＨの時間変化を追跡することで、対象者の健康状態の
異常検出及び予測が可能となる。
【００５５】
　具体的には、健康状態判定部１５は、異常成分ベクトルの絶対値｜Ｈ｜で表される最短
距離を設定値と比較し、設定値を超えている場合に、対象者の健康状態に異常が発生して
いると判定することができる。また、異常成分ベクトルの向きにより、健康状態の異常の
理由を推定できる。
【００５６】
　図５は、ある期間において、第１乖離度（体温の乖離度：サーカディアン乖離度）及び
第２乖離度（自律神経系の乖離度：ＬＦ／ＨＦ乖離度）の時間変化を、ＸＹ平面上に２次
元プロットしたものである。基準線を傾き１の直線とした場合、異常成分ベクトルＨは単
位ベクトルｎ＝（１／√２，１／√２）に垂直な方向を向くが、向きとしては単位ベクト
ル（１／√２，－１／√２）の方向と、（－１／√２，１／√２）の方向の２通りがあり
得る。第１乖離度及び第２乖離度の位置ベクトルｒ＝（ｘ，ｙ）としたとき、ｙ＜ｘであ
れば異常成分ベクトルＨは（１／√２，－１／√２）の方向を向き、ｘ＜ｙであれば（－
１／√２，１／√２）の方向を向く。
【００５７】
　図５において、第１乖離度及び第２乖離度の位置ベクトルｒ（ｘ，ｙ）が基準線より下
側（ｙ＜ｘ）にある場合、自律神経系の変動と比べて体温の変動が大きいことを意味し、
体温異常（熱中症、低体温症、風邪等による発熱）の虞がある。逆に、位置ベクトルｒが
基準線より上側（ｙ＞ｘ）にある場合、体温の変動と比べて自律神経系の変調が著しいこ
とを意味し、自律神経系の異常（寝不足、ストレスによるもの、自律神経失調症）の虞が
ある。
【００５８】
　さらに、健康状態判定部１５は、異常成分ベクトルの絶対値｜Ｈ｜で表される最短距離
の健康判定期間毎の変化から、その後の対象者の健康状態を予測することができる。
【００５９】
　具体的に、健康状態判定部１５は、ｉ番目の健康判定期間における上記最短距離｜Ｈｉ

｜の、その直前の健康判定期間における最短距離｜Ｈｉ－１｜からの変化量を算出し、当
該変化量（｜Ｈｉ｜－｜Ｈｉ－１｜）に基づいて対象者の当該健康判定期間後の健康状態
を予測できる。連続した健康判定期間の間における最短距離の変化量の符号から、健康状
態判定部１５は、符号が正であれば健康状態が正常状態から変調傾向にあること、或いは
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異常状態が継続し、更に拡大傾向にあることを判定でき、負であれば異常状態から回復傾
向にあることを判定できる。また、当該変化量の絶対値の大きさから、以後の健康状態が
急速に変化するのか、ゆっくりと変化していくのかを判定できる。
【００６０】
　本実施形態において、健康管理システム１は、前述のとおり、生体指標に係る時系列デ
ータから所定の健康判定期間における第１乖離度及び第２乖離度を算出する。そして、当
該健康判定期間における第１乖離度及び第２乖離度のＸＹ平面上の位置から基準線までの
最短距離を求め、健康状態判定部１５が、当該最短距離の比較によって対象者の健康状態
を判定する構成である。ここで、健康判定期間内の時系列データとして対応する生体指標
に係る複数の観測データが存在し、健康判定期間内において複数の第１乖離度又は第２乖
離度が算出されている場合には、これら複数の乖離度から乖離度の代表値を導出し、乖離
度の代表値を用いて異常成分ベクトル（基準線までの最短距離）を算出するとよい。代表
値の算出方法としては、当該健康判定期間の開始時又は終了時の乖離度の値、又は、健康
判定期間内の乖離度の平均値、中央値、最大値又は最小値によって乖離度を代表させるこ
とが可能である。
【００６１】
　つまり、健康管理システム１は、一定期間（健康判定期間）内における乖離度の時間変
化を一つの代表値で代表させることとし、当該乖離度の代表値の時間変化の追跡により健
康状態を判定する構成とすることができる。これを図６に示す。図６は、生体指標の観測
値を１０秒毎に取得・導出できる場合に、健康判定期間を１分とし、６つの乖離度からな
る群毎に代表値を求める例を示している。各観測時刻における乖離度の位置座標を図６の
○印で、６つの乖離度毎の代表値を図６の☆印で示している。この構成によって、一つの
代表値を算出するための健康判定期間を調整することで、短期的な健康状態の異常の検出
・予測と、長期的な健康状態の変化の検出の両方が可能となる。
【００６２】
　例えば、健康判定期間を１時間程度以下の短期間とし、３０分～一日に及ぶ期間の異常
成分ベクトルの時間変化を調べることで、短期的な急性の健康状態の異常を検出・予測で
きる。一方、健康判定期間を例えば１日～数週程度の長期間とし、数か月程度の長期スパ
ンにわたって異常成分ベクトルの時間変化を追跡することで、慢性的な健康状態の異常を
検出・予測できる。これらについては、後述する。
【００６３】
　なお、健康判定期間内で算出された乖離度が１つしかない場合には、その乖離度を代表
値とすればよい。もっとも、その乖離度が算出された時刻が、健康判定期間の中心時刻か
らずれている場合や、健康判定期間内に算出された乖離度が１つも存在しない場合には、
その前後の健康判定期間の乖離度を考慮して、健康判定期間内の中心時刻における乖離度
を補間又は補外により求め、乖離度の代表値とすることも可能である。
【００６４】
　以下に、健康管理システム１を用いて対象者の健康状態を検知・予測する例を示す。
【００６５】
　システム利用例１：
　例えば、短期間の体調変化を検知・予測する場合には、例えば健康判定期間を１時間以
下の短期間とし、数時間～一日に及ぶ異常成分ベクトルの時系列変化を解析する。この場
合、ある健康判定期間において異常成分ベクトルの絶対値が設定値を超えることで、健康
状態判定部１５が異常を検知する。このとき、上述のとおり、異常成分ベクトルの向きに
よって、体温異常か自律神経系の異常のどちらかを判断できる。体温異常であれば熱中症
や低体温症が疑われる。自律神経系の異常であればストレス等による精神的緊張状態が推
定される。
【００６６】
　システム利用例２：
　また、一日の体調を管理する目的では、例えば健康判定期間を１時間～１日程度以下の
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短期間、好ましくは例えば早朝（４：００～１０：００）、昼間（１０：００～１６：０
０）、夜間（１６：００～２２：００）、及び深夜（２２：００～翌４：００）の時間帯
に分けて、異常成分ベクトルの時系列変化を解析する。この場合も、ある健康判定期間に
おいて異常成分ベクトルの絶対値が設定値を超えると、健康状態判定部１５が異常を検知
する。このとき、上述のとおり、異常成分ベクトルの向きによって、体温異常か自律神経
系の異常のどちらかを判断できる。体温異常であれば風邪の発生が疑われる。早朝（起床
時）に自律神経系の異常が検出される場合、睡眠不足による覚醒不良が推定される。昼間
（勤務時）に自律神経系の異常が検出される場合、過度なストレスが原因と推定される。
或いは、夜間又は深夜（就寝時）に自律神経系の異常が検出される場合には、睡眠サイク
ルの乱れが疑われる。
【００６７】
　システム利用例３：
　或いは、利用例２と同様、健康判定期間を１日程度の短期間とし、１週間以上にわたっ
て異常成分ベクトルの時系列変化を解析することで、曜日別の体調管理を行うことも可能
である。この場合も、ある健康判定期間において異常成分ベクトルの絶対値が設定値を超
えると、健康状態判定部１５が異常を検知する。このとき、上述のとおり、異常成分ベク
トルの向きによって、体温異常か自律神経系の異常のどちらかを判断できる。例えば、月
曜から金曜に至るにしたがって徐々に体温異常がみられる（異常成分ベクトルの絶対値が
増加している）ような場合は、平日にため込んだ疲労により徐々に風邪が進行している可
能性が高く、その後休日を過ぎても異常が改善されない（異常成分ベクトルの絶対値の減
少量が少ない）場合には、休日後も風邪が長引くであろうことが予期される。或いは、月
曜から金曜に至るにしたがって徐々に自律神経系の異常がみられる（異常成分ベクトルの
絶対値が増加している）場合、寝不足などから交感‐副交感神経のバランスが徐々に崩れ
ている可能性があり、その後休日を過ぎても異常が改善されず、改善の兆しが見られない
場合には、翌週の生活活動に支障をきたす可能性が予期される。このように、曜日による
ライフスタイルの違いを考慮して、体調の変化を追うことができる。
【００６８】
　システム利用例４：
　一方、１月レベルでの体調を管理する目的では、健康判定期間を数日～１週間程度以下
の長期間とし、少なくとも１か月にわたる異常成分ベクトルの時系列変化を解析する。こ
の場合も、ある健康判定期間において異常成分ベクトルの絶対値が設定値を超えると、健
康状態判定部１５が異常を検知する。このとき、上述のとおり、異常成分ベクトルの向き
によって、体温異常か自律神経系の異常のどちらかを判断できる。例えば、数週間にわた
り継続して自律神経系の異常が検出される場合、体内時計の乱れが疑われる。数週間にわ
たり継続して体温異常が検出される場合、慢性的な風邪やインフルエンザが疑われる。或
いは、（女性の場合）特定の期間において体温異常が検出される場合、生理による体調不
良が考えられる。このようにして、健康管理システム１は、慢性的な睡眠不足や風邪、イ
ンフルエンザの検知が可能となる。
【００６９】
　システム利用例５：
　また、健康判定期間を数週～１ヶ月程度以下の長期間として、数か月にわたる異常成分
ベクトルの時系列変化を解析することができる。この場合も、ある健康判定期間において
異常成分ベクトルの絶対値が設定値を超えると、健康状態判定部１５が異常を検知する。
このとき、上述のとおり、異常成分ベクトルの向きによって、体温異常か自律神経系の異
常のどちらかを判断できる。数か月にわたり継続して自律神経系の異常が検出される場合
、自律神経失調症が疑われる。
【００７０】
　健康管理システム１は、これらの健康状態の異常が検出された場合、異常の具体的内容
又は異常が発生した原因を上記の通り推定・検知し、対象者に表示することができる。
【００７１】
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　以上、本実施形態の健康管理システム１に依れば、２つの互いに相関する時間変化を示
す第１の生体指標及び第２の生体指標の乖離度を夫々求め、第１及び第２の生体指標の時
間変動が当該相関関係に沿った変動をしているかを判定する。２つの生体指標が夫々、相
関に沿った時間変化をしている場合には異常とは判定せず、相関から外れた時間変化をし
ている場合に対象者の健康状態の異常を判定する。この結果、健康管理システム１を用い
て、アーチファクトが除去された精度の高い体調管理を実現可能となる。
【００７２】
　〈第２実施形態〉
　以下に、本発明の一実施形態に係る健康管理システム２につき、図面を参照して説明す
る。図７は、健康管理システム２の構成の一例を示すブロック図である。
【００７３】
　図７に示すように、健康管理システム２は、上述した健康管理システム１と同様、第１
指標取得部１１、第１乖離度算出部１２、第２指標取得部１３、第２乖離度算出部１４、
及び、健康状態判定部１５を備え、生体指標を取得するための生体指標取得手段１７、及
び、取得した生体指標の時系列データを保持する生体指標ＤＢ（データベース）１６と接
続する。この構成に加えて、健康管理システム２は、更に、生体指標の標準的な周期的変
化を設定する標準変化設定部１８を備えてなる。
【００７４】
　健康管理システム２も、健康管理システム１と同様、生体指標取得手段１７を介して取
得した生体指標の時系列データを、当該生体指標に係る標準的な時間変化と比較し、乖離
度を時刻毎に求める。そして、２つの生体指標に対応する第１乖離度及び第２乖離度から
異常成分ベクトル（基準線までの最短距離）を導出することで、対象者の健康状態を検知
するものである。
【００７５】
　ここで、乖離度の算出に用いられる生体指標の標準的な時間変化とは、対象者の健康状
態に異常がない場合の正常な生体指標の周期変化を代表するものである。しかしながら、
生体リズムには個人差があるため、異常がなく正常といえる周期変化の範囲も対象者によ
ってばらつきがあると考えられる。
【００７６】
　このため、健康管理システム２は、正常時の標準的な時間変化を対象者毎に設定できる
ように、標準変化設定部１８が設けられている。標準変化設定部１８は、健康状態判定部
１５によって異常なしと判定された健康判定期間の第１の時系列データを用いて、第１の
生体指標の標準的な時間変化を設定し、健康状態判定部１５において異常なしと判定され
た健康判定期間の第２の時系列データを用いて、第２の生体指標の標準的な時間変化を設
定することができる。
【００７７】
　つまり、標準変化設定部１８は、健康状態判定部１５によって異常なしと判定された期
間における各生体指標に係る対象者の実際の時系列データを用いて、生体指標の標準的な
時間変化を更新するもので、これにより、標準的な時間変化は、対象者の生体リズムを反
映した、対象者毎に異なるものとなる。
【００７８】
　この結果、第１乖離度算出部１２及び第２乖離度算出部１４が、対象者毎に最適化され
た生体指標の標準的な時間変化に基づいて第１乖離度及び第２乖離度（代表値）を夫々求
めることで、健康状態判定部１５が、対象者の健康状態を精度良く判定することが可能と
なる。
【００７９】
　なお、異常なしと判定された健康判定期間の時系列データを用いて生体指標の標準的な
周期的変化を更新する方法としては、例えば、標準的な時間変化の一周期において、周期
内の特定の時刻（第１時刻）に対応する健康判定期間内の時刻を第２時刻としたとき、（
複数の）健康判定期間内の第２時刻における時系列データのうち、異常なしと判定された
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時系列データのデータ値と、第１時刻における標準的な周期的変化のデータ値との平均値
、或いは中央値を求め、新たな標準的な周期的変化の当該第１時刻におけるデータ値とす
ることが挙げられる。
【００８０】
　〈第３実施形態〉
　以下に、本発明の一実施形態に係る健康管理システム３につき、図面を参照して説明す
る。図８は、健康管理システム３の構成の一例を示すブロック図である。
【００８１】
　図８に示すように、健康管理システム３は、上述した健康管理システム１と同様、第１
指標取得部１１、第１乖離度算出部１２、第２指標取得部１３、第２乖離度算出部１４、
及び、健康状態判定部１５を備え、生体指標を取得するための生体指標取得手段１７、及
び、取得した生体指標の時系列データを保持する生体指標ＤＢ（データベース）１６と接
続する。この構成に加えて、健康管理システム３は、更に、第１乖離度と前記第２乖離度
との間の相関を示す基準線を算出する乖離度相関算出部１９を備えてなる。
【００８２】
　上述した健康管理システム１及び２では、第１乖離度と第２乖離度との間の相関を示す
基準線は、ＸＹ平面上の原点を通る傾きが１の直線とし、異常成分ベクトルを求めている
。しかしながら、当該基準線としては直線に限られるものではなく、任意の曲線を設定す
ることができる。
【００８３】
　また、上記相関を示す基準線を直線とする場合であっても、原点を通る傾きが１の直線
に限定する必要はない。生体リズムに個人差があることから、基準線の傾きも、対象者に
よっては１から外れることが想定される。
【００８４】
　そこで、健康管理システム３では、乖離度相関算出部１９が、対象者の健康状態が正常
な期間の前記第１乖離度及び第２乖離度に基づき、対象者毎に最適な基準線を設定する構
成とした。このとき、対象者の健康状態が正常であるか否かは、健康状態判定部１５によ
る判定結果を利用することができる。
【００８５】
　本実施形態では、乖離度相関算出部１９が、健康状態判定部１５によって異常なしと判
定された第１乖離度と第２乖離度の代表値のＸＹ平面上の分布に基づき、回帰分析を行い
、一次の回帰直線を求める。このとき、回帰直線として原点を通る直線に限定する必要は
なく、任意の直線を第１乖離度と第２乖離度との間の相関関係を示す基準線として設定可
能とする。さらに、より高次の回帰式に基づいた回帰分析を行うことで、相関関係を示す
基準線を曲線として設定可能となる。
【００８６】
　相関を示す基準線を曲線とした場合であっても、健康判定期間における第１乖離度及び
第２乖離度の代表値のＸＹ平面上の位置から当該曲線までの最短距離によって、対象者の
健康状態がどれだけ相関から外れているかを評価することができる。このとき、異常成分
ベクトルは、最短距離を結ぶ当該曲線上の一点を始点とし、第１乖離度及び第２乖離度の
代表値のＸＹ平面上の位置を終点とするベクトルであり、その絶対値が上記最短距離に等
しく、最短距離を結ぶ当該曲線上の一点（異常成分ベクトルの始点）における曲線の接線
方向に垂直な方向を向いたベクトルとなる。
【００８７】
　この結果、健康状態判定部１５が、第１乖離度及び第２乖離度（代表値）の位置座標か
ら、対象者毎に最適化された基準線（直線又は曲線）までの最短距離を求めることで、対
象者の健康状態を精度良く判定することが可能となる。
【００８８】
　〈別実施形態〉
　以下に、別実施形態について説明する。
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【００８９】
　〈１〉上記第１～第３実施形態では、２つの互いに相関関係のある生体指標に基づいて
、乖離度の時間変化から対象者の健康状態の異常を検知する方法を説明した。しかしなが
ら、３以上の生体指標に基づいても、夫々、互いに相関のある時間変化を示すものであれ
ば、本発明を適用し、夫々の生体指標に係る乖離度の時間変化から対象者の健康状態の異
常を検知することができる。その場合、複数の生体指標同士の相関関係は、夫々の生体指
標に係る乖離度を座標軸とする多次元空間上の基準面（平面又は曲面）として表すことが
できる。乖離度がどれだけ相関に沿ったものであるか、或いは相関から外れているかは、
夫々の乖離度の代表値を各成分とする位置ベクトルから当該基準面までの最短距離を用い
て評価することができる。健康状態判定部１５が、上記乖離度の代表値を各成分とする位
置ベクトルから、基準面までの最短距離を求め、当該最短距離に基づいて対象者の健康状
態の異常を判定することが可能となる。
【００９０】
　〈２〉上記第１～第３実施形態では、相関関係のある生体指標として、体温変化（サー
カディアンリズム）と、心拍変動に基づいて算出される自律神経系の指標を用いたが、本
発明はこれに限られるものではなく、相関関係が有意に存在する限りにおいて任意の生体
指標の組み合わせを利用できる。
【００９１】
　〈３〉上記第３実施形態において、健康管理システム３は、第１実施形態で説明した健
康管理システム１に乖離度相関算出部１９を更に設けた構成であるが、第２実施形態で説
明した健康管理システム２に乖離度相関算出部１９を更に設けた構成とすることもできる
。つまり、標準変化設定部１８と乖離度相関算出部１９の両方を備えた健康管理システム
を構築することも可能である。
【００９２】
　〈４〉上記第２及び第３実施形態では、対象者の健康状態が正常な期間の時系列データ
或いは乖離度を用いて、生体指標の標準的な時間変化パターン或いは基準線を更新、再設
定する構成とした。このとき、健康状態が正常な否かを判断するにあたって、健康状態判
定部１５による判定結果を利用している。しかしながら、対象者の健康状態が正常な期間
を求めるにあたっては、必ずしも健康状態判定部１５による判定結果に頼る必要はなく、
他の健康状態判定手法により異常なしと判定済みの期間や、対象者本人（或いは担当医）
が異常なしと判断した期間の時系列データや乖離度を用いて生体指標の標準的な時間変化
を設定したり、基準線を設定したりすることも可能である。
【００９３】
　〈５〉上記第１～第３実施形態では、生体指標に係る乖離度を生体指標が計測された時
刻毎に計算するとしたが、生体指標が計測される時間間隔と、乖離度を算出する時間間隔
は異なっていてもよく、例えば乖離度を計測データの所定数おきに求めても構わない。健
康判定期間内において、少なくとも１つの乖離度（代表値）を算出できればよい。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、生体指標に基づいて利用者の健康状態を管理する健康管理システムとしての
利用が可能である。
【符号の説明】
【００９５】
　１～３：　本発明の一実施形態に係る健康管理システム
　１１：　第１指標取得部
　１２：　第１乖離度算出部
　１３：　第２指標取得部
　１４：　第２乖離度算出部
　１５：　健康状態判定部
　１６：　生体指標ＤＢ（データベース）
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　１７：　生体指標取得手段
　１８：　標準変化設定部
　１９：　乖離度相関算出部
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